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OPEN５周年「たくすけクオカード」をプレゼント！

不測の事態に対応！ 宅建賠（取引士賠償責任保険）のご案内

「道の駅」全国に 1,193 施設 地域再生担う拠点に　他

［売　買］売買契約時に提示された建物図面と建物現況が異なる事は隠れた瑕疵か？
［その他］マンションの集合郵便受けにチラシを投函した行為が不法行為を構成する？

Stop！ 無免許事業者との取引に注意を！

賃貸物件の火災保険のことなら、宅建ファミリー共済にお任せください！

しずおか焼津信用金庫・静岡県労働金庫

静岡市が 22 年度中に「ゴミ屋敷条例」制定へ　他

熱海土石流災害時に初の実務発動！「災害時借上げ型応急住宅」の登録募集
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▲ 小室山公園「つばき園」より（伊東市川奈）
例年２～３月に「つばき鑑賞会」が開催されます
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取引（売買）紛争の事例と解決

売買契約締結時に提示された建物図面と建物現況が異なる事は隠れた
瑕疵にあたるとする損害賠償請求が棄却された事例　（東京地判：Ｒ02.12.9）

　平成 30 年 3 月、Ｙ1（被告・個人）は、約 2 年前に新
築した東京都Ａ区内に所在する 5 階建賃貸マンション
を売却するため、Ｙ1 が代表を務める宅建業者Ｙ2 に媒
介を依頼し、Ｙ2 はインターネットでその広告を出し 
た。その頃、賃貸マンションの取得を検討していたＸ

（原告・個人）は、この広告を見て面識のあった宅建業
者Ａに媒介を依頼し、同月中にＡの手配によりＹ2 立
会いのもと本物件の内見をするとともに、本物件の建
築確認済証や建物図面（当初図面）の写しを受領した。
　同年 4 月、Ｙ2 とＡの媒介によりＸとＹ1 は、①売買
金額：1 億 9300 万円、②手付金：900 万円、③残代金：1
億 8400 万円、④売主は、引渡しから 3 か月以内に請求
を受けた雨漏り・シロアリの害・建物構造上主要な部
位の木部の腐食・給排水管の故障のみ責任を負う、と
する本物件の売買契約書（本契約）を締結した。
　契約締結の 2 日前には、Ｙ2 はＡに売買契約書と重
要事項説明書をメール送信し、売買契約締結日には、
Ｙ2 は宅地建物取引士をして重要事項説明をさせると
ともに、その添付書類として建築確認申請図面（確認図
面）の写しをＸに交付した。同年 6 月、ＸはＹ1 から本
物件の引渡しを受けた。
　その後Ｘは、本件建物には以下の瑕疵があったが、
これについて何ら説明もなかったとして、Ｙらに対処
を求めた。①当初図面や確認図面には記載のないバル
コニー廻りの隔て壁が存在する、②当初図面に記載の
ある屋上の点検口が存在しない、③隣地との離隔距離
が 500mm 未満のバルコニー部分は建築確認申請上床面
積に参入すべきであるが、これが算入されていない、
④建築基準法令上要求されている耐火基準を充足して
いない壁面がある、⑤確認図面に下水排水の経路が示
されておらず、これが適法になされていないことがう
かがえるうえ、維持管理に支障をきたしている。
　これに対してＹらは、Ｘが瑕疵にあたると主張する
ものは、そもそも隠れた瑕疵ではない、Ｘの申出は引
渡しから 3 か月以上経過後になされたものである、契
約上売主が責任を負うとされた項目にはあたらない等
Ｙらが責任を負う必要はないとして対応を拒んだ。
　これを受けてＸは、Ｙ1 の瑕疵担保責任、もしくは
これらについてＹらに説明義務違反があったとして、
改修工事費用等として 973 万円余の支払いをＹらに求

めて提訴した。

　裁判所は、買主Ｘの請求を全て棄却した。
（本物件の隠れた瑕疵の有無）
　①バルコニー廻りの隔て壁
　Ｘは建築基準法等に違反するものである旨主張する
が、具体的な主張立証はないうえ、本物件前面道路か
らも容易に確認できるものであるが、Ｘがこれを問題
とした形跡もなく、隠れた瑕疵に当たるとは言えない。
　②屋上の点検口
　たしかに当初図面にはその記載があり、Ｙ2 がＸに
これを送付したのは相当とは言えないが、契約締結時
までにＸに交付された確認図面にはその記載はなく、
その後、引渡しまでの間にＸは本点検口がないことを
問題にした形跡がないことからすると、その存在が本
契約において重要な要素であったとは認められず、隠
れた瑕疵に当たるとは言えない。
　③床面積
　バルコニーと隣地との離隔距離が 500mm 未満であれ
ば、床面積に参入すべきところ、本物件のバルコニー
は床面積に算入されておらず、確認図面によれば離隔
距離が 500mm 未満であると認められ、床面積不算入は
法令に抵触するものと考えられるが、Ｘに是正措置が
迫られていたという事情が認められない以上、これが
直ちに隠れた瑕疵に当たるとは言えない。
　④耐火基準
　建築基準法令上、最上階から数えた階数が 5 以上で
14 以内の階の耐力壁については、2 時間耐火とすべき
とされており、確認図面上 1 時間耐火とされている壁
が存在するが、当該壁が耐力壁であるか否か等具体的
な主張立証はなく、隠れた瑕疵に当たるとは認められ
ない。
　⑤下水排水
　Ｘの主張からしても、具体的にどこにどのような法
令違反があるのか明らかとはいえず、本件建物の配管
に関して隠れた瑕疵があるとは認められない。

（結論）
　以上の通り、Ｙ1 の瑕疵担保責任に基づく主張は理
由がなく、これらの問題点について、法令違反または
Ｘの本契約締結にあたっての重要な要素とは認められ
ず、Ｙらに説明義務違反があったとも認められない。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要
判 決 の 要 旨
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マンションの集合郵便受けにチラシを投函した行為が、不法行為を
構成するとした慰謝料支払い請求が棄却された事例　（東京地判：Ｒ02.2.27）

　Ｘ（第一審原告・個人）の居住するＡマンションは、3
階建てのマンションであり、敷地部分と前面通路との間
に塀等による仕切りはない。本件マンションは、玄関部
分と階段部分からなる棟と、住居として使用される住居
棟に分かれており、玄関階段棟の入り口には、ガラス製
の透明な扉が設置され、「関係者以外立入禁止」との札
が貼付されている。玄関部分には、各居住者が使用する
集合郵便受けが設置されており、Ｘの郵便受けには、「チ
ラシお断り !」「チラシを入れた企業の製品等は絶対に購
入しません !」「チラシを入れた政党・候補者には絶対に
投票しません !」「チラシ投入、即、不法侵入で刑事告発 !�
＆精神的被害に対する賠償請求 !」「チラシ投入業者との
裁判結果謝罪及び解決金 10,000 円受領で和解」とのステ
ッカーが貼付されている。
　Ｙ（第一審被告・政治団体）は、平成30年 11月 27日頃、
本件マンションの集合郵便受けに、Ｂ市議会議員Ｃの活
動等を紹介する内容のＹ作成のチラシを投函した。
　Ｘは、Ｙの行為が、不法行為にあたり損害を被ったと
し、第一審での敗訴を受け、本件を提訴した。
　（マンション居住者Ｘの主張）
　本件マンションのエントランスがある玄関階段棟と外
部の空間には障壁となるガラス扉が設けられている一
方、住居棟と玄関階段棟との間には何ら障壁はなく、こ
れらは一体不可分である。ガラス扉には「関係者以外立
入禁止」の表示がなされており、関係者以外の者がガラ
ス扉を超えて建物内に侵入することは、刑法 130 条前段
の罪に当たる。ガラス扉は通常施錠されていないが、居
住者及び関係者の利便のためであり、関係者以外の立入
りを容認してはいない。政治的主張を記したチラシ等の
投函のために立ち入ることは不法侵入に該当する。
　Ｘは、不法侵入を伴うチラシ投函行為に対し、極めて
強い不快感等を覚えており、たとえ 1枚のチラシといえ
ども許容できない精神状態にある。そのため、Ｘの郵便
受けにはチラシ投函拒否の意思表示をしている。Ｙは、
Ｘの意思に反する投函行為を行ったものであり、その加
害の意図は明白である。
　（政治団体Ｙの主張）
　本件チラシを投函したＹは、施錠されていないガラス
扉を開けて平穏にエントランスホールに入ったのであ
り、物理的障壁を突破したわけではない。本件チラシの
内容も、Ｂ市議会議員であるＣの市議会議員としてのこ

れまでの活動や政策課題についての意見などをＢ市民に
説明し、真摯に訴える内容が記載されたものであり、目
的自体正当である。上記のとおり、エントランスホール
に立ち入った程度であって、最高裁の判例で建造物侵入
罪の成立を認めた事案とは異なる。

　裁判所は、マンション居住者Ｘの請求を棄却した。
　本件チラシをＸの郵便受けに投函した行為は、明示的
に示された本件マンションの管理組合の意向及びＸの意
思に反する行為であるが、そのような意向ないし意思に
反する行為であるからといって、直ちに違法であるとい
うことはできず、当該行為が違法になるか否かについて
は、その行為の態様が、社会通念上一般に許容される受
忍限度を超える侵害をもたらすものであるか否かによっ
て判断すべきである。
　これを本件についてみるに、本件マンションの敷地部
分と前面通路との間に塀等による仕切りはなく、本件マ
ンションの玄関階段棟の入り口のガラス扉も施錠されて
はいない。本件マンションの玄関部分に設置してある集
合郵便受けに投函するためには、玄関部分に立ち入るこ
とは必要であるが、本件マンションが玄関階段棟と住居
棟に分かれていることからすれば、現実に住民が居住す
る住居棟内に立ち入る必要はない。配布された本件チラ
シは、一見して市議会議員の活動報告等の文書であるこ
とが分かるものであって、紙 1枚にすぎず、詳細を確認
せずに廃棄することも容易な文書である。
　以上のとおり、本件チラシの投函行為は、物理的な強
制力を用いたものではなく、立ち入った程度も住民が居
住する区域ではなく玄関部分のみであって、配布された
本件チラシの内容・分量も上記の程度であることに鑑み
ると、一般的に受ける不利益の程度も、社会的に受忍し
得る限度を超えるものではないと認定するのが相当であ
る。Ｘは、本件チラシの投函行為が、建造物侵入罪を構
成すると主張するが、建造物侵入罪の成立を認めた最高
裁の判例の事案とは、建造物への立入りの態様が異なる。
　よって、Ｘの主張は採用することができず、本件チラ
シの投函行為は、不法行為を構成しない。

　チラシ投函は有力な営業ツールだが、「チラシお断り」
と拒否が示されている郵便受けへの投函は、トラブルと
なり得るものであり、慎むべきであろう。
� （一財）不動産適正取引推進機構発行『RETIO』より抜粋

事 案 の 概 要

判 決 の 要 旨

取引（その他）紛争の事例と解決

ま 　 と 　 め
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2021年12月　宅建ローン等の実績　（12/1〜12/31）

提携金融機関 項目＼取扱支部等 東部支部 中部支部 西部支部 サポートセンター 計

県 労 働 金 庫 融資実行 件数 46 52 67 ― 165件
金額 54億287万円（土地₁、新築戸建131、中古戸建23、新築マンション₃、中古マンション₇）

しずおか焼津 
信 用 金 庫 融資実行 件数 0 10 0 ― 10件

金額 2億5,417万円（土地₁、土地購入新築₃、新築戸建₄、中古戸建₁、中古マンション₁）

全宅住宅ローン 融資実行 件数 0 0 3 0 3件
金額 5,578万円（新築戸建₁、中古戸建₂）
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2022年₁月　本部活動概要

月　日 場　所 会　　議・事 業 等 内　容　等
１月５日 本部･支部 仕事始め

11日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
〃　 浜　松 取引士法定講習 （受講者44名）
17日 県　内 県借上げ型応急住宅 情報伝達訓練
18日 本　部 正副会長会
〃　 〃 会計帳票検査（法人）
19日 本　部 県指定講習会 （受講者52名）
24日 本　部 月例法律相談 （来館相談２件）
25日 本部･支部 第３回 会務運営協議会
28日 浜　松 取引士法定講習 （受講者60名）

平日毎日 本　部 定例相談（受付総数） （来館相談10件、電話相談201件）

2021年10月21日〜2022年₁月25日の新入会者・退会者　第₃回理事会（2022年₂月₁日）で承認

●新入会者

商号又は名称 代表者 専任取引士 〒 事務所住所 ＴＥＬ 会員区分 免許番号 支部

ＡＬＬ　ＣＬＩＭＢ㈱ 大木　博史 落合　寛士 410-0013 沼津市東熊堂411-7 文化図書ビル1Ｆ 055-941-9003 正会員 静岡県知事
（1）14523 東 部

㈲三輪建設　ハウスドゥ御殿場ぐみ沢 松㟢　路昭 松㟢　路昭 412-0041 御殿場市茱萸沢11-22
芹澤マンション1Ｆ南 0550-88-0222 準会員 静岡県知事

（1）14413 東 部

㈲櫂工務店 佐野　郁男 佐野友喜子 418-0039 富士宮市野中1003-5 0544-22-3213 正会員 静岡県知事
（1）14501 東 部

㈱エコ・ブレーンズ 尾関　俊寿 鈴木　麻子 424-0815 静岡市清水区江尻東1-1-5
カーニープレイス清水 054-397-0320 正会員 静岡県知事

（1）14516 中 部

㈱アルタクス 原木　亮一 原木　亮一 422-8043 静岡市駿河区中田本町14-48 054-270-3056 正会員 静岡県知事
（1）14507 中 部

㈱家施工 渥美　貴久 前田　侑紀 420-0885 静岡市葵区大岩町4-24-1Ｆ 054-686-2546 正会員 静岡県知事
（1）14500 中 部

㈱空間デザイン一級建築士事務所 海野　和希 佐藤　正巳 420-0035 静岡市葵区七間町18-18 054-689-3940 正会員 静岡県知事
（1）14517 中 部

㈱不動産のおおさわ　静岡支店 岸　　辰哉 岸　　辰哉 422-8036 静岡市駿河区敷地2-4-43 054-260-9260 準会員 国土交通大臣
（1）9848 中 部

島田掛川パートナーズ㈱ 三浦　忠司 関村　信也 427-0022 島田市本通3-2-9 0547-39-5588 正会員 静岡県知事
（1）14492 中 部

ハピネス不動産 横山　準司 横山　準司 427-0019 島田市道悦5-17-10 0547-39-4173 正会員 静岡県知事
（1）14525 中 部

アプラス不動産 曽根　信広 曽根　信広 438-0805 磐田市池田399-1 0538-31-8525 正会員 静岡県知事
（1）14513 西 部

㈱ｉｎｓｔ． 鈴木　拓也 鈴木　拓也 434-0025 浜松市浜北区善地271 053-447-4476 正会員 静岡県知事
（1）14528 西 部

㈱サイエンスホーム 加納　文弘 太田　英佳 433-8121 浜松市中区萩丘3-4-27-1 053-475-7270 正会員 静岡県知事
（1）14510 西 部

㈱不動産ＳＨＯＰナカジツ　浜松本店 菅井　　大 菅井　　大 430-0907 浜松市中区高林4-8-5 053-476-3000 準会員 国土交通大臣
（1）9346 西 部

㈱プラスト 安間　　準 安間　　準 430-0926 浜松市中区砂山町323-10 3Ｆ 053-522-9474 正会員 静岡県知事
（1）14524 西 部

㈲マルハ白都建設 白都　卓磨 品岡　真澄 432-8023 浜松市中区鴨江3-70-23 053-488-8910 正会員 静岡県知事
（1）14515 西 部

㈱ＹＭＳ 森野　修平 塩見　憲司 435-0014 浜松市東区大蒲町84-6 053-489-6775 正会員 静岡県知事
（1）14529 西 部

●退 会 者

支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者 支部 退　会　者

東 部

イズケン㈱
東 部

㈱ザ・トーカイ　富士営業所

西 部

幸和ハウジング㈱
コーワ住センター袋井店

西 部

㈲ツルヤ開発

落合不動産 ㈱清友不動産 ㈱すみなす ㈱ネクストリノベーション
ホールディングス

㈱愛鷹

中 部

山崎不動産 中島綜合事務所 ㈱野末製作所

㈲一文字屋興産 ㈱グリーン不動産 ㈱ＩＴＢエンタープライズ
クレアーレ賃貸曳馬店 ㈱ハクト

宝実業 ㈱進　和 ㈱アスカ工務店 ㈱ハクト　浜松東店

㈱時之栖 ㈲駿府ハウジング 大橋建材不動産 藤倉不動産

㈱エムエム・コーポレーション 広野不動産事務所 桂建設㈱

菊池不動産 ㈱ザ・トーカイ　焼津営業所 ㈱ＪＩコンサルティング　浜松支店

以上、新入会者17名、退会者30名、2022年₁月25日現在の会員数は、2,676名
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